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岡山県国民健康保険特別会計について

県国保特別会計において、納付金の収納、保険給付費等交付金の交付、県繰入金による財政

調整等を行う。

【国保特別会計（県・市町村）のイメージ】
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令和７年度県国保特別会計（歳入）
（単位：百万円）
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Ｒ７年度 Ｒ６年度

44,991 44,894 97

医療給付費分 31,659 30,960 699

後期高齢者支援金分 10,186 10,734 △ 548

介護納付金分 3,146 3,200 △ 54

45,978 47,077 △ 1,099

療養給付費等負担金 30,140 30,089 51 医療給付に要した費用の３２%定率国庫負担金

高額医療費負担金 1,214 1,541 △ 327 レセプト９０万円超対象　国負担分

普通調整交付金 11,267 12,168 △ 901 都道府県間の調整のために交付

特別調整交付金 1,242 1,485 △ 243 都道府県・市町村の個別の事情に応じて交付

保険者努力支援制度交付金 1,849 1,520 329 医療費適正化等に向けた取組等評価に応じて交付

その他 265 272 △ 7 特定健康診査等負担金、特別高額医療共同事業負担金

58,884 59,559 △ 675 前期高齢者の偏在を調整するため支払基金からの交付

527 555 △ 28 特に高額な医療費に係る都道府県間で行う共同事業の交付金

9,913 10,230 △ 317 法定の県一般会計からの繰入金

13 12 1 レセプト点検指導体制の強化等に要する経費の財源

3,965 6,045 △ 2,080 繰越金

41 38 3 基金運用利息、保険給付費等交付金返還金、出産育児交付金

164,312 168,410 △ 4,098

※四捨五入の関係で、各科目の内訳及び合計の額が一致しない場合がある。
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令和７年度県国保特別会計（歳出）
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（単位：百万円）

Ｒ７年度 Ｒ６年度

133,859 133,125 734

普通交付金 131,366 130,176 1,190 市町村の保険給付に要した費用の全額を交付

特別交付金 2,492 2,948 △ 456 市町村ごとの個別の事情・事業に応じて交付

21,738 22,863 △ 1,125 後期高齢者医療制度を支える財源として支払基金へ納付

23 24 △ 1 前期高齢者の偏在を調整するため支払基金へ納付

6,875 7,057 △ 182 介護第２号被保険者分として支払基金へ納付

527 555 △ 28 特に高額な医療費に係る都道府県間で行う共同事業の拠出金

13 12 1 レセプト点検指導体制の強化等に要する経費

129 132 △ 3 保健事業の実施に要する経費

48 2,172 △ 2,124 財政安定化基金及び保険者機能強化基金の積立に要する経費

1,035 2,396 △ 1,361 国庫等の返納金

9 13 △ 4 一般会計への返納金

58 61 △ 3 人件費及び事務費等

164,312 168,410 △ 4,098

※四捨五入の関係で、各科目の内訳及び合計の額が一致しない場合がある。

前期高齢者納付金等

歳 出 科目 増　減 備　　　考

保険給付費等交付金

内
　
訳

後期高齢者支援金等

予　算　額

繰出金

その他

歳 出 合 計

介護納付金

共同事業拠出金

基金支出金

保健事業費

基金積立金

諸支出金



保険給付費等交付金
1339 億円

82%

後期支援金
217 億円

13%

介護納付金
69 億円

4%

諸支出金
10 億円

1%

その他

8 億円
0%

納付金

450 億円
27%

国庫支出金
460 億円

28%

前期高齢者交付金
589 億円

36%

一般会計繰入金
99 億円

6%

繰越金

40 億円
3%

その他

5 億円
0%

令和７年度予算の歳入歳出の構成
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歳入

1,643億円

歳出

1,643億円

※四捨五入の関係で、各科目の内訳及び合計の額が一致しない場合がある。



【参考】令和７年度の国保財政の姿（全国ベース）

○普通調整交付金（７％）

都道府県間の財政力の不均衡等（医療費、
所得水準）を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、措置できない
都道府県・市町村の特別の事情（災害等）を
考慮して交付。

調整交付金（国）

市町村への地方財政措置：1,000億円

○ 高額な医療費（１件90万円超）の発生による

国保財政の急激な影響の緩和を図るため、国

と都道府県が高額医療費の１/４ずつを負担。

事業規模： 3,600億円

高額医療費負担金

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳から74歳の前期高
齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡
を、各保険者の加入者数に応じて調整。

保険者努力支援制度

財政安定化支援事業

50％ 50％

（９％）

調整交付金（国）

（32％）

定率国庫負担

保険料

都道府県繰入金

（９％）保険者支援制度

低所得者保険料軽減制度

高額医療費負担金

特別高額医療費
共同事業

7,500億円

20,400億円

5,700億円

22,300億円

子ども保険料軽減制度

～～
～～

前期高齢者
交付金

34,400億円

○ 低所得者の保険料軽減分を公費で支援。
（都道府県 3/4、市町村 1/4）

事業規模：4,400億円

低所得者保険料軽減制度

○ 低所得者数に応じ、保険料額の一定割合
を公費で支援。
（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

事業規模：2,600億円

保険者支援制度

○ 都道府県・市町村の医療費適正化、予防・
健康づくり等の取組状況に応じ支援。
事業規模： 約1,300億円

保険者努力支援制度

○ 著しく高額な医療費（１件420万円超）につい

て、都道府県からの拠出金を財源に全国で

費用負担を調整。国は予算の範囲内で一部

を負担。

国庫補助額：60億円

【財政安定化基金】

○ 貸付・交付分
給付増や保険料収納不足により財源不足

になった場合に備え、都道府県に基金を設
置し、都道府県・市町村に対して貸付・交付
を行う。

○ 財政調整事業分
納付金の著しい上昇の抑制その他の安

定的な財政運営の確保のために必要があ
ると認められる場合に取り崩す。

特別高額医療費共同事業

医療給付費総等総額：約１０１，４００億円
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※ 保険者努力支援制度には約88億円が
特調より別に交付

○ 未就学児に係る均等割保険料について
保険料額の５割を公費で支援。
（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

事業規模：80億円

子ども保険料軽減制度

産前産後保険料免除制度

○ 出産する被保険者に係る産前産後期間
相当分の均等割保険料及び所得割保険
料を公費で支援。
（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

事業規模：15億円

産前産後保険料免除制度


